
滋賀県防犯モデルマンション登録制度のご案内 

 
滋賀県の刑法犯認知件数は、令和 2 年（2020 年）は 6,039 件と 7 年連続で減少し、官民一体となった総合

的な犯罪対策や社会情勢の変化等から侵入犯罪についても減少していますが、住宅を対象とした侵入犯罪は、

平穏な家庭への忍込みや居空きに家人が遭遇した事による居直り強盗や、一人暮しの女性を狙った性犯罪に

つながるケースもあり、防犯性能の高い住宅は住まい選びのキーファクターとして今後ますます優先順位が

高くなっていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● 実施主体 公益社団法人滋賀県防犯協会（事務局） 

 

● 審査委員会 公益社団法人滋賀県防犯協会、公益社団法人滋賀県建築士会 

一般社団法人京都府防犯設備協会、（滋賀県防犯設備士協会） 

 

● 審 査 1 物件につき、一級建築士 1 名・防犯設備士 2名で担当します。 

 

● 対象物件 マンションとは、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄骨造で 3階建て

以上の共同住宅をいい、分譲、賃貸、新築、既存を問いません。 

 

● 審査基準 警察庁と国土交通省が示す「防犯に配慮した共同住宅の設計指針」をもとに定めた審査基

準で主な内容は次のとおりです。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 外部から建物内に侵入されにくい構造 

２ 共用部分の見通しが良い構造 

３ エレベーター内に非常通報装置・防犯カメラの設置 

４ 駐車場等の明るさの保持などの盗難防止 

５ ピッキングされにくい錠と補助錠の設置など 

数十項目のチェックが課せられます。 

滋賀県防犯モデルマンション登録制度は、当協会が防犯上犯罪に遭いに

くい構造、設備を満たしていると認められるマンションに対して「防犯モ

デルマンション」として登録する制度で、滋賀県・滋賀県警察の推奨を受

け平成 23 年 10 月から運用を開始しております。 
「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例第 18 条では、設計建築管理

しようとする者が当該住宅が犯罪の防止に留意した構造設備を有するもの

となるよう努めることが規定されており、警察庁「安全・安心まちづくり

推進要綱」では令和 2 年 3 月の改正で、認定制度の仕組みを活用し、必要

な支援を行うことが全国警察に通達されたところです。 



 

● 事前相談・審査申請・認定登録（有料） 

事前相談による正式申請、書類審査・現地審査を経て基準に適合するマンションを「滋賀県防犯モデ

ルマンション」として登録の上、登録証（プレート）を交付します。 

※「滋賀県防犯モデルマンション登録にかかる手数料」参照 

 

● 事前相談申込時の提出書類 

別紙 様式１～３の書類及び各種図面 

１ 付近見取図 

２ 隣接建物との離隔距離がわかる略図・図面等 

３ 建築平面図（地下・屋上・伏屋根を含む各階分） 

４ 立面図 

５ 断面図 

６ カメラ配置予定図（平面図にカメラの位置を赤で記入） 

 

※ 詳しくは、公益社団法人滋賀県防犯協会（事務局）までご連絡下さい。 

 

 

「滋賀県防犯モデルマンション登録にかかる手数料」 

（金額については税込み価格の総額表示） 

事前相談料 審査手数料 登録料 

 
１件につき44,000円 

 

住宅延べ床面積（法定床面積）が  
１件につき22,000円 
(追加登録証は、１枚につき

16,500円の加算。) 
 
 

2,000㎡未満は、264,000円 

2,000㎡以上、2,500㎡未満は、269,500円 

2,500㎡以上は、500㎡増すごとに5,500円の加算  

 ※ 各料金については、上記区分に従って納入するものとし請求書は発行しない。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

登録プレート 



滋賀県防犯モデルマンション登録のフローチャート 

 

申請者 防犯協会（事務局） 審査委員会 審査員 
 

 
 
必要書類・図面の準備 
 
 
 
事前相談料納入 
設計変更を受け入れて正

式申請の意思表明 
 
 
 
 
審査手数料の納入 
担当審査員の指導で図面

の訂正 
完成図面の提出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防犯モデルマンションと

して宣伝が可能 
 
マンション建設着工 
 
 
 
 
外覆い足場が取れる前 
是正事項があれば、その

工事が必要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
登録料の納入 
推薦書・登録プレート等

の受領 

 

 
 
事前相談の説明 
 
 
 
事前相談料の受領 
 
正式申請の必要書類、手

続き等の説明 
 
 
 
審査手数料の受領 
 
 
 
 
 
 
 
審査委員会の出席 
 
 
 
 
申請者に書類適合証の交

付 
 
 
 
 
 
現地審査（中間・最終） 
 
 
 
 
 
 
審査委員会の出席 
 
 
 
 
 
登録料の受領 
推薦書・登録プレート等

の交付 
 
 
 
 

 

 
 
事前相談会の調整 
 
 
 
会場設定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
審査委員による書類審

査・合否の判定 
 
 
 
 
 
現地審査の日程調整等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
審査委員過半数の賛成 
防犯モデルマンション登

録の宣言 
 
 
 
 
 

 

 
 
一級建築士 1 名 
防犯設備士 2 名の決定 
 
 
図面上でセキュリティラ

インの決定、改善指導 
 
 
 
 
審査の依頼を受けて最終

審査まで指導 
 
 
 
 
 
 
完成図面、資料を上げ、

改善状況等を説明 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現地審査（中間・最終） 
指示通りの施工状況の確

認 
 
 
 
現地の履行状況を委員会

で報告 
 

 

電話相談 

事前相談会 

正式申請 

書類審査委員会の開催 

書類適合証の受領 

現地審査 
（中間・最終の 2 回） 

最終審査委員会の開催 

防犯モデルマンション

登録 

ホームページ登載 


